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船舶インシデント調査報告書 

 

                            平成３０年１０月１７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

インシデント種類 運航阻害 

発生日時 平成３０年５月１４日 ２２時０５分ごろ 

発生場所 青森県八戸市八戸港第３区 

 八戸港八太郎東防波堤灯台から真方位０２９°１３０ｍ付近 

 （概位 北緯４０°３３.２′ 東経１４１°３０.９′） 

インシデントの概要 旅客フェリーシルバーエイトは、八戸港内を東進中、右舷主機が危

急停止した後、同主機を始動することができず、運航が阻害された。 

インシデント調査の経過 平成３０年５月１６日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（仙台事務所）を指名した。 

 なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

旅客フェリー シルバーエイト、９,４８３トン 

１４１８７８、津軽海峡フェリー株式会社（Ａ社）、独立行政法人

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

１４２.５９ｍ×２３.４０ｍ×１４.１０ｍ、鋼 

ディーゼル機関２基、１３,９３０kＷ（合計）、平成２５年３月 

 乗組員等に関する情報 機関長 男性 ５１歳 

 三級海技士（機関） 

  免 許 年 月 日 昭和６２年５月２２日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２９年３月１３日 

  免状有効期間満了日 平成３４年５月２１日 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ６、視界 良好 

海象：波向 東南東、波高 約０.５ｍ 

 インシデントの経過 本船は、船長及び機関長ほか１８人が乗り組み、乗客１３８人を乗

せ、車両８７台を積載して八戸港第３区フェリーふ頭を離岸し、北海

道苫小牧市苫小牧港に向けて八戸港内を東進中、平成３０年５月１４

日２２時０５分ごろ右舷主機が潤滑油圧力の低下によって危急停止し

た。 

本船は、左舷主機の単独運転により航行し、港外で右舷主機を点検

したところ、潤滑油系統に空気が混入していることが分かり、エア抜
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きが実施され、潤滑油圧力が正常となったものの、右舷主機を始動す

ることができず、タグボートの支援を受けて１５日００時００分ごろ

八戸港第３区フェリーふ頭に着岸した。 

本船は、着岸後、乗組員による各部の点検が行われた結果、右舷主

機の主始動弁作動用切換弁（以下「本件弁」という。）内部のスプー

ルが固着しているのが発見され、グリースアップされた後、０１時０

０分ごろ同主機が復旧した。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 主始動弁及び本件弁の状況 

本船は、両舷主機を使用して八戸港第３区３号ふ頭Ｎ岸壁に移動し

た後、舶用機器メーカー担当者が訪船し、本件弁を開放して点検が実

施され、固着痕の除去及びグリースアップにより、本件弁が正常に作

動することが確認された。 

（付図１ インシデント発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 右舷主機は、空気槽からの圧縮空気が、主始動弁等を経由して各シ

リンダ内に送り込まれ、ピストンが押し下げられて始動するようにな

っていた。 

本船は、右舷主機の潤滑油ポンプの吸入側こし器（以下「本件こし

器」という。）の掃除を月１回実施しており、平成３０年５月２日に

実施した後、２４日から入渠
きょ

する予定であるのを考慮して１４日の出

航前に実施した際、こし器内に潤滑油を満たすなどのエア抜きが十分

に行われなかった。（写真２参照） 

 

 

主始動弁 

本件弁 
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写真２ 潤滑油ポンプ及び本件こし器の状況 

右舷主機は、平成２５年６月に本船が就航してから約２８,０００

時間運転され、本件弁については、整備計画に基づいて５年ごとに整

備が行われることになっており、入渠時に点検して整備される予定で

あった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

本船は、八戸港内を東進中、右舷主機が、出航前に本件こし器の掃

除を実施した際、エア抜きが十分に行われていなかったことから、本

件こし器内に残留した空気が潤滑油系統に混入して潤滑油圧力が低下

し、右舷主機が危急停止して始動できなくなり、運航が阻害されたも

のと考えられる。 

本船は、右舷主機の潤滑油系統のエア抜きが実施され、潤滑油圧力

が回復したものの、右舷主機が、本件弁のスプールが固着したことか

ら、始動できなかったものと考えられる。 

原因 本インシデントは、夜間、本船が、八戸港内を東進中、右舷主機

が、出航前に本件こし器の掃除を実施した際、エア抜きが十分に行わ

れていなかったため、本件こし器内に残留した空気が潤滑油系統に混

入して潤滑油圧力が低下し、右舷主機が危急停止して始動できなくな

ったことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 Ａ社は、本インシデント後、次の対策を講じた。 

 ・主機の潤滑油ポンプのこし器の掃除を行った際は、こし器内に潤

滑油を満たすなどしてエア抜きを十分に行うこととした。 

 ・本船の整備計画で本件弁の点検整備の間隔を５年ごとから４年ご

とに変更することとした。 

本件こし器 

潤滑油ポンプ
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 ・本件弁の予備を船内に備え置くこととした。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・潤滑油系統を整備した際は、こし器等のエア抜きを確実に行うこ

と。 
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付図１ インシデント発生場所概略図 

 

 

 

 

 

インシデント発生場所 

（平成３０年５月１４日 

２２時０５分ごろ発生） 

青森県八戸市 

八戸港八太郎東防波堤灯台 

八戸港第３区 

青森県 

フェリーふ頭 

３号ふ頭 

Ｎ岸壁 

海里 


